
特 別 仕 様 書 
 

 

 

 

工 事 名  Ｒ５．７月災 林道赤祖父線災害復旧その２工事 

施工箇所  富山県南砺市 川上中 地内 

設計内容  別冊設計書のとおり 

工  期  契約日の翌日から令和６年７月２６日まで 

 

 

第１条 一般 

この特別仕様書は、本工事の仕様書として「富山県農林水産部土木工事共通仕様書（令和３年

８月改訂）」（以下「共通仕様書」という。）によるものとし、共通仕様書第１－１－２－６の規定

により、当該工事に必要な事項について定めるものとする。 

 

第２条 施工計画等 

１．本工事は、通常の時間帯で施工するものとするが、それによらない場合は監督員と協議す

るものとする。 

２．共通仕様書１－１－３０の規定による履行報告書を毎月５日までに監督員に提出するもの

とする。 

３．工事着手前に共通仕様書１－１－５の規定による施工計画書を監督員に提出し、監督員の

承諾を得なければならない。 

 

第３条 安全管理 

工事期間中は、労働安全衛生法等関係諸法規に基づき、安全確保とあわせて工事の円滑なる推

進に努めなければならない。また、工事の安全管理について監督員と綿密に連絡をとりあい、ツ

キノワグマやスズメバチ等の野生生物による人身事故防止についても配慮を行うこと。 

 

第４条 工事材料の確認 

１．本工事で使用する工事材料等（アスファルト合材を除く）は、使用前に見本、カタログ、

試験成績書等を監督員に提出し、承諾を受けなければならない。また、主要材料については、

監督員の段階確認を受けて使用するものとする。 

２．コンクリート２次製品について、富山県コンクリート製品協会の認定製品を使用する場合

においては、製品図のみ使用資材届に添付し、提出するものとする。（試験成績表の提出を不

要とする。）ただし、監督員が試験成績表の提出を必要と判断した場合は提出すること。 

３．木製品（県産材）については、富山県森林組合連合会が発行する公共土木用県産材製品証

明書の写しを監督員に提出するものとする。 

 

第５条 地場産品の優先使用 

本工事に使用する資材等は、品質が水準以上であり、かつ価格が適正である場合には県内地場

産品を優先使用するものとする。 

 

 



第６条 モルタル吹付厚等 

本工事で吹付するモルタルは高炉セメントＢ種とし、モルタル吹付の厚さは、原則として５～

１０㎝とし、上部のり肩部は雨水対策に配慮すること。 

 

第７条 法面保護工 

  １．施 工 

    （１）施工する地域に自生する郷土植物がある場合は、吹付工事に支障のない限り、郷土

植物を残すように施工するものとする。 

    （２）ラス張工については、金網は仕上げ面より被覆厚を確保し、かつ、吹付等により移

動しないよう法面に十分固定しなければならない。また、金網の重ね合わせは１０㎝

以上とし、３０cm間隔に結束しなければならない。 

    （３）材料の混合については、緑化基盤材、種子、肥料、接合材、水の順序でミキサー内

に投入し、１分以上練り混ぜなければならない。 

    （４）吹付は、モルタル吹付工(湿式施工)に準じて施工するものとし、ノズルと吹付面と

の距離は、約１ｍを標準とし、吹付面と直角になるように吹付を行うものとする。 

    （５）吹付は、所定の厚さになるように、検測ピンを１０㎡に１箇所を標準として設置し

なければならない。 

  ２．材料および配合 

    緑化基盤材、種子の配合、等の使用数量については、「使用願い」を提出し、監督員の承諾

を得るものとする。 

（１）緑化基盤材 

緑化基盤材は、「富山県認定リサイクル製品」を優先的に使用することとし、次に示

す材料、配合を標準とする。（１㎥当たり）    

材 料 品名 規格 数 量  材 料 品名 規格 数 量 

基盤材 ゆうきひミックス 2,000Ｌ  基盤材 ｸﾞﾘｰﾝｷｬｽﾀｰﾆｭｰｿｲﾙ 2,000Ｌ 

肥料等 高度化成肥料 ６㎏  肥料等 高度化成肥料 ６㎏ 

接合材 高分子系樹脂 ４㎏  接合材 高分子系樹脂 ４㎏ 

       

材 料 品名 規格 数 量  材 料 品名 規格 数 量 

基盤材 万葉ソイル 2,000Ｌ  基盤材 ｸﾞﾘｰﾝｷｬｽﾀｰｿｲﾙ 2,000Ｌ 

肥料等 高度化成肥料 ６㎏  肥料等 高度化成肥料 ６㎏ 

接合材 高分子系樹脂 ４㎏  接合材 高分子系樹脂 ４㎏ 

       

材 料 品名 規格 数 量  材 料 品名 規格 数 量 

基盤材 万葉エコソイル 2,000Ｌ  基盤材 タテヤマソイル 2,000Ｌ 

肥料等 高度化成肥料 ６㎏  肥料等 高度化成肥料 ６㎏ 

接合材 高分子系樹脂 ４㎏  接合材 高分子系樹脂 ４㎏ 

       

材 料 品名 規格 数 量  材 料 品名 規格 数 量 

基盤材 キャトルバン 2,000Ｌ  基盤材 おかべソイル 2,000Ｌ 

肥料等 高度化成肥料 ６㎏  肥料等 高度化成肥料 ６㎏ 

接合材 高分子系樹脂 ４㎏  接合材 高分子系樹脂 ４㎏ 

 

 



材 料 品名 規格 数 量  材 料 品名 規格 数 量 

基盤材 
有機質系ﾌｧｲﾊﾞｰｿｲﾙ 

生育基盤材Ｗ 
2,000Ｌ  基盤材 エルファーム1号 2,000Ｌ 

肥料等 高度化成肥料 ６㎏  肥料等 高度化成肥料 ６㎏ 

接合材 高分子系樹脂 ４㎏  接合材 高分子系樹脂 ４㎏ 

（注）１．上記以外の配合、製品の場合は、監督員と協議し決定する。 

（２）種子 

種子は品質の保証されたもので、予め試験成績表を提出し、また使用する種類は、

監督員の承認を得るものとするが、本工事では種子配合は実施しない。 

（３）材料の保管 

       材料は雨露、湿気を防ぐに十分な場所で、不純物が混入しないよう保護して貯蔵し

なければならない。 

３．生育判定等 

（１）対象工事 

       原則として、種子を使用、若しくは種子を含む緑化資材を使用する工種・工法につ

いては、特別仕様書等に生育判定基準を明示する。 

    （２）判定基準等 

      ① 参考）判定時期 

 

 

 

 

 

 

 

②参考）判定基準 

区分 評価 生育状況 

木
本
群
落
型 

可 
・植被率が３０～５０％で木本類が１０本/㎡以上確認できる。 

・植被率が５０～７０％で木本類が５本/㎡以上確認できる。 

不可 ・植生基盤が流亡し、植物の成立見込みがない。 

草
地
型 

可 
・植被率が７０％以上である。（法面から１０ｍ程度離れると、法

面全体が緑に見える） 

不可 
・植被率が５０％以下である。または植生基盤が流亡し、植物の

成立の見込みがない。 

・評価が可または不可に該当しない場合は判定保留とし、監督員と協議のうえ、判定

時期等を再度設定する。 

 

（３）不良判定の場合の措置 

施工後の植生の生育状況について、あらためて適期に生育調査を実施し、生育不良

の箇所が生じた場合は、監督員と方法、時期について協議し、再度施工しなければな

らない。  

 

施工時期 期  間 判定時期 

春 期 ３月～５月 施工後９０日 

夏 期 ６月～８月 １１月中旬 

秋 期 ９月～１０月 翌９月初旬 

冬 期 １１月～２月 翌１０月初旬 



第８条 施工管理 

施工管理は「富山県土木工事施工管理基準」に基づくが、不可視部分となるところは、特に監

督員立会いのもとに写真管理を行うこと。工程管理図、品質管理図、出来高管理図を提出するこ

と。なお、実施時期を施工計画書の記載事項として「（２）実施工程表」に含め監督員に提出する

ものとする。 

  

第９条 施工機械 

排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、施工計画書（富山県農林水産部土木工事等共通仕

様書１－１－５（４）主要機械）の中で、①機種、②メーカー名、③型式、④台数等を記載する

ものとする。また、「指定ラベル」が確認できる工事写真を提出するものとする。 

 

第１０条 建設発生土 

掘削等により発生する建設発生土は、南砺市岩武新地内の「公共残土処理場」にて処理するも

のとする。 

 

第１１条 産業廃棄物の適正処分 

１．本工事から発生する産業廃棄物の処分は、その費用も含め元請業者自らの責任において適

正に処理しなければならない。 

２．根株等の処理については、工事現場内における林地への自然還元として利用すること。そ

の際、根株等が雨水により下流へ流出する恐れがないよう、安定した状態になるように十分

留意の上、処置すること。 

 

第１２条 建設業退職金共済制度 

１．原則として本制度に加入し、工事契約締結後1ヶ月以内に掛金収納書を監督員に提出する

ものとする。なお、期限内に収納書を提出できない場合は、その理由と共済証紙の購入予定

時期をあらかじめ書面により届出るものとする。 

２．契約額の増額変更等、工事途中に共済証紙を追加購入したときは、工事完成届に収納証紙

を貼り、監督員に提出するものとする。 

３．下請業者が雇用する対象労働者の共済証紙も併せて購入し、現物交付するものとする。な

お、下請代金中に掛金相当額が含まれている場合はこの限りではない。 

４．別に定める退職金制度に加入している場合等には、上記１から３の定めは適用しないもの

とする。ただし、あらかじめ退職金制度届出書を監督員に提出するものとする。 

 

第１３条 過積載防止対策 

  道路交通法及び道路法を遵守するとともに、過積載防止対策を施工計画書の記載事項として

「(９)交通管理」に含め、監督員に提出するものとする。 

 

第１４条 公共事業労務費に対する協力 

１．本工事が発注者（以下甲という。）の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場 

合、受注者（以下乙という。）は調査票等に必要事項を正確に記入し甲に提出する等、必要な

協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても同様とする。 

２．調査表等を提出した事業所を甲が事後に訪問して行う調査、指導の対象となった場合、乙

はその実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても同様とする。 

３．公共事業労務費調査の対象となった場合に正確な調査表等の提出が行えるよう、乙は労働

基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳の調整、保存及び現場労働者の賃



金時間管理等の一層の徹底をはかること。 

４．この工事の一部において下請け契約を締結する場合には、乙は当該下請け工事の受注者(当

該下請け工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)が前３項と同様の義務を負う旨を定

めなければならない。 

 

第１５条 再生資源 

１．「再生資源利用促進法」により作成が義務づけられている「再生資源利用計画書」、「再生資

源利用促進計画書」を作成し、当該建設工事完成後、1 年間保存するとともに、その写しを

施工計画書もしくは工程表と共に監督員へ提出しなければならない。 

２．「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」は工事完成届と共に提出するものとす

る。  

 

第１６条 暴力団関係者から不当な介入を受けた場合の措置 

 受注者は、本工事を施工するにあたり、暴力団関係者から不当な介入を受けた場合は、断固と

してこれを拒否し、不当な介入があった時点で速やかにその旨を監督員に報告するとともに、警

察に届け出なければならない。また、下請業者に対しては、暴力団関係者から不当な介入を受け

た場合には、速やかにその旨を報告するよう指導し、下請業者から報告を受けた受注者は、速や

かにその旨を監督員に報告するとともに、警察に届け出なければならない。 

 

第１７条 工事特性 

  当該工事が、「工事特性」「創意工夫」「社会性」に該当すると思われる場合には、所定の用紙

（富山県請負工事成績評定要領第４－７に定める別紙－６等）で実施状況について提出できるも

のとする。なお、報告書は実施後速やかに提出するものとする。 

 

第１８条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間 

１．次のいずれかに該当し、かつ発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現

場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。 

①契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間 

②工事の全部の施工を一時中止している期間 

③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工事製作を含む工事であって工場製作のみが

行われる期間 

④上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間 

２．前項の期間を確認する必要が生じた場合は、書面によることとする。 

 

第１９条 現場代理人兼務要件の緩和 

本工事における現場代理人の別工事との兼務について、兼務できる工事の件数は、３件まで（災

害復旧工事以外の工事は、他の発注機関の工事も含め２件まで）とする。 

 

第２０条 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行  

１．本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の試行対象工事であり、熱中症対策に 資す

る現場管理費 補正を希望する場合は、受注者は施工計画書に工事期間中における気 温の計

測方法及び計測結果の報告 方法を記載するものとする。  

２．計測方法は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温または環境省が公表 

している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）を用いることを標準とする。 ただし、これにより

がたい場合は、施工現場を代表する１地点で 気象庁の気温計測方法に準拠した方法により



得られた計測結果を用いるものとし、計測に要する費用は受注者の負担とする。  

３．対象期間は工事の始期から工事の終期までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不

稼働日、後片付け 期間の合計をいう。 なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作

のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。  

４．施工計画書に基づき提出された計測結果をもとに、対象期間内の真夏日率に補正係数を乗

じて補正値を算出し、現場管理費率に加算するものとする。なお、真夏日とは日最高気温が

３０度以上の日をいい、ＷＢＧＴを用いる場合は、 ＷＢＧＴが２５℃以上となる日を真夏日

と見なす。 

     真夏日率 ＝ 工期期間中の真夏日 ÷ 工期 補正値（％） ＝ 真夏日率 × １．２ 現場

管理費 ＝ 対象純工事費 ×（（現場管理費率 × 補正係数） ＋ 補正値） 

 

第２１条 週休２日制モデル工事 

  １．本工事は、週休２日制の普及・実現に向けたモデル工事であり、週休２日に取り組むこと

とする。 

  ２．モデル工事の実施にあたっては、「週休２日制モデル工事」試行要領（令和５年４月南砺

市）に基づくものとする。この試行要領は、南砺市ホームページの『「週休２日制モデル工事」

についてのお知らせ』から入手できる。 

   （https：//www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=24713） 

 

第２２条 請負代金内訳書の提出について 

  受注者は、請負代金内訳書を作成し、工事請負契約締結後 7 日以内に発注者に提出すること。 

 

第２３条 工事書類の簡素化の試行について 

１．本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。 

２．南砺市土木工事請負契約に係る主要書類一覧表（令和５年４月）に基づき実施するものと

する。 

  ３．これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。  

 

第２４条 定めなき事項 

  この仕様書に定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものと

する。 

 

 


